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免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するＱ＆Ａ 
 

令 和 ４ 年 １ 月 19 日 

財 務 省 

公 正 取 引 委 員 会 

経 済 産 業 省 

中 小 企 業 庁 

国 土 交 通 省 

改 正 ： 令 和 ４ 年 ３ 月 ８ 日 

 
はじめに 

 

このＱ＆Ａは、消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）に関し、事業者の

方々から寄せられている質問、特に免税事業者（注）やその取引先の対応に関する考え方を

明らかにしたものであり、制度への理解を深め、必要な対応をご検討いただく際にご活

用いただくことを目的としたものです。 

（注）基準期間（個人の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度）における課税売上高が 1,000 万

円以下の事業者で、消費税の納税義務が免除される制度（事業者免税点制度）の適用を受ける事

業者をいいます。基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下でも、所轄税務署長への事前届

出により課税事業者となることができます。 

（参考）国税庁ＨＰに、インボイス制度の特設サイトが設けられていますので、ご覧ください。 

（https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm） 

また、インボイス制度について、さらに詳しくお知りになりたい方は、以下もご覧ください。 

・適格請求書等保存方式の概要 －インボイス制度の理解のために－（令和３年７月 国税庁） 

（https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf）  

・消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａ（令和３年７月改訂 

国税庁） 

（https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-

01.pdf） 
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Ｑ１ インボイス制度が実施されて、何が変わりますか。 

 

Ａ インボイス制度の実施後も、売上げに係る消費税額から、仕入れに係る消費税額を

控除（仕入税額控除）し、その差引税額を納税するという消費税の原則は変わりませ

ん。 

また、インボイス制度の実施後も、簡易課税制度（注１）を選択している場合は、現在

と同様、売上げに係る消費税額に一定割合（みなし仕入率）を乗じて仕入税額控除を行

うことができます。一方、簡易課税制度を選択していない場合、仕入税額控除を行うた

めには、適格請求書（注２）（インボイス）の保存が必要となります。 

インボイスは、課税事業者が適格請求書発行事業者（注３）の登録を受けることで、発

行できるようになります。課税事業者間の取引では、売手は現在使用している請求書

等の様式に登録番号等を追加することなどが必要になり、買手（簡易課税制度を選択

していない場合）は受け取ったインボイス及び帳簿を保存することで仕入税額控除を

行うことができます。 

また、インボイスには消費税率や消費税額が記載されるため、売手は納税が必要な

消費税額を受け取り、買手は納税額から控除される消費税額を支払うという対応関係

が明確となり、消費税の転嫁がしやすくなる面もあると考えられます。 

なお、インボイス制度実施に伴う事業者の対応として、インボイス制度の実施まで

に、適格請求書発行事業者となる売手では、端数処理のルールの見直しを含めた請求

書等の記載事項やシステムの改修等への対応が必要となる場合があります。また、交

付したインボイスの写しの保存等や、 仕入税額控除を行おうとする買手では、新たな

仕入先が適格請求書発行事業者かどうかの確認や、受け取ったインボイスが記載事項

を満たしているかどうかの確認が必要となる場合があります。このような事業者の対

応に向けては、改正電子帳簿保存法の活用を図るほか、デジタル化の推進のための専

門家派遣や IT の導入支援などを行います。なお、簡易課税制度を適用している事業者

は買手としての追加的な事務負担は生じません。 

（注１）基準期間（個人の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度）における課税売上高が 5,000

万円以下の事業者について、売上げに係る消費税額に、業種ごとに定められた一定割合（みなし

仕入率）を乗じることにより、仕入税額を計算する仕組みです。適用を受けるためには所轄税務

署長への事前届出が必要となります。 

（注２）現行制度において保存が必要となる区分記載請求書の記載事項に加えて「登録番号」、「消費

税率」及び「消費税額等」の記載が必要となります。 

（注３）インボイス制度が実施される令和５年 10 月１日から登録を受けようとする事業者は、原則

として令和５年３月 31 日までに登録申請書を所轄税務署長に提出する必要があります。 
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Ｑ２ 現在、自分は免税事業者ですが、インボイス制度の実施後も免税事業者であり続け

た場合、必ず取引に影響が生じるのですか。 

 

Ａ インボイス制度の実施後も、免税事業者の売上先が以下のどちらかに当てはまる場

合は、取引への影響は生じないと考えられます。 

 

① 売上先が消費者又は免税事業者である場合 

消費者や免税事業者は仕入税額控除を行わないため、インボイスの保存を必要とし

ないからです。 

 

② 売上先の事業者が簡易課税制度を適用している場合 

簡易課税制度を選択している事業者は、インボイスを保存しなくても仕入税額控除

を行うことができるからです。 

 

   そのほか、非課税売上げに対応する仕入れについては仕入税額控除を行うことがで

きませんので、例えば医療や介護など、消費税が非課税とされるサービス等を提供し

ている事業者に対して、そのサービス等のために必要な物品を販売している場合など

も、取引への影響は生じないと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇 簡易課税制度の適用を受けられる事業者は、前々年（個人）又は前々事業年度（法人）の課税

売上高が 5,000 万円以下である事業者です。 

〇 簡易課税制度は、課税事業者の約 35％の事業者が、そのうち個人事業者である課税事業者に

ついては約 55％の事業者が適用を受けています。 

（参考）令和２年度国税庁統計年報より 

 簡易課税適用者数 約 114 万者 ／ 課税事業者数 約 318 万者 ＝ 約 35％ 

（うち個人事業者：約 64 万者 ／ 約 114 万者 ＝ 約 55％） 

【参考①】簡易課税制度の適用を受けられる事業者とは 

〇 消費税は「消費」に対して、広く、公平に負担を求めることとしており、基本的に全ての財・

サービスに課税されるものですが、 

・ 税の性格から課税対象とならないもの（土地の譲渡、有価証券の譲渡、貸付金利子など）や 

・ 社会政策的な配慮に基づき課税対象とならないもの（医療、社会福祉事業、学校の授業料、

住宅の貸付けなど） 

については、「非課税」とされ、消費税は課されないこととなっています。 

【参考②】非課税とは 
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Ｑ３ 売上先がＱ２のいずれにも当てはまらない場合、免税事業者の取引にはどのような

影響が生じますか。 

 

Ａ 売上先がＱ２のいずれにも該当しない課税事業者である場合、その課税事業者は免

税事業者からの仕入れについて、原則、仕入税額控除ができないこととなります。しか

し、取引への影響に配慮して経過措置が設けられており、免税事業者からの仕入れに

ついても、制度実施後３年間は消費税相当額の８割、その後の３年間は５割を仕入税

額控除が可能とされています。 

また、免税事業者等の小規模事業者は、売上先の事業者と比して取引条件についての

情報量や交渉力の面で格差があり、取引条件が一方的に不利になりやすい場合も想定

されます。このような状況下で、売上先の意向で取引条件が見直される場合、その方法

や内容によっては、売上先は独占禁止法又は下請法若しくは建設業法により問題とな

る可能性があります。具体的に問題となりうる行為については、Ｑ７をご参照くださ

い。 

なお、インボイス制度の実施を契機として、売上先から取引条件の見直しについて相

談があった場合は、免税事業者も自らの仕入れに係る消費税を負担していることを踏

まえつつ、以上の点も念頭に置いて、売上先と交渉をするなど対応をご検討ください。 

（参考）下請法及び建設業法並びに独占禁止法の優越的地位の濫用規制に関するご相談については、

別紙の「下請法及び建設業法並びに優越的地位の濫用規制に係る相談窓口」までお問い合わせく

ださい。 
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Ｑ４ 免税事業者が課税事業者を選択した場合には、何が必要になりますか。 

 

Ａ 課税事業者を選択した場合、消費税の申告・納税等が必要となります。なお、イン

ボイス制度の実施後も、基準期間（個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事

業年度）における課税売上高が 5,000 万円以下の事業者は事前に届出を提出すること

で簡易課税制度を適用できます。簡易課税制度は中小事業者の事務負担への配慮から

設けられている制度であり、売上げに係る消費税額にみなし仕入率を乗じることによ

り仕入税額を計算することができますので、仕入れの際にインボイスを受け取り、そ

れを保存する必要はありません。 

また、課税事業者（簡易課税制度を選択している場合を含みます）がインボイスを発

行する場合は、所轄の税務署長への登録申請や、売上先に発行する請求書等の様式へ

の登録番号等の追加、売上先へのインボイスの交付、その写しの保存などが必要とな

ります。 

インボイスには消費税率や消費税額が記載されるため、売手は納税が必要な消費税

額を受け取り、買手は納税額から控除される消費税額を支払うという対応関係が明確

となり、消費税の転嫁がしやすくなる面もあると考えられます。 

その他、課税事業者を選択した場合には、消費税法令に基づき、帳簿書類について原

則７年間保存する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

〇 簡易課税制度を適用する場合、 

・ 消費税の納付税額を売上税額のみから計算が可能であり、 

・ 仕入税額控除のための請求書（インボイス）や帳簿の保存が不要 

という点において、事務負担の軽減を図ることが可能となります。 

〇 具体的には、以下の算式により納付税額を計算することとなります。 

売上の消費税額 － 仕入の消費税額 ＝ 納付税額 

              ↑ 

      売上の消費税額 × みなし仕入率  

 

【参考③】簡易課税制度の適用を受ける場合の計算方法等 
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Ｑ５ 現在、自分は課税事業者ですが、免税事業者からの仕入れについて、インボイス制

度の実施に当たり、どのようなことに留意すればいいですか。 

 

Ａ 簡易課税制度を適用している場合は、インボイス制度の実施後も、インボイスを保

存しなくても仕入税額控除を行うことができますので、仕入先との関係では留意する

必要はありません。 

簡易課税制度を適用していない場合も、取引への影響に配慮して経過措置が設けら

れており、免税事業者からの仕入れについても、制度実施後３年間は消費税相当額の

８割、その後の３年間は５割を仕入税額控除が可能とされています。 

また、消費税の性質上、免税事業者も自らの仕入れに係る消費税を負担しており、そ

の分は免税事業者の取引価格に織り込まれる必要があることにも、ご留意ください。 

なお、免税事業者等の小規模事業者は、売上先の事業者と比して取引条件についての

情報量や交渉力の面で格差があり、取引条件が一方的に不利になりやすい場合も想定

されます。このような状況の下で取引条件を見直す場合、その設定方法や内容によって

は、独占禁止法又は下請法若しくは建設業法により問題となる可能性があります。具体

的に問題となりうる行為については、Ｑ７をご参照ください。 

（参考）下請法及び建設業法並びに独占禁止法の優越的地位の濫用規制に関するご相談については、

別紙の「下請法及び建設業法並びに優越的地位の濫用規制に係る相談窓口」までお問い合わせく

ださい。 

 

免税事業者からの仕入れについて、インボイス制度の実施に伴う対応を検討するに

当たっては、以上の点も念頭に置きつつ、仕入先とよくご相談ください。 

また、免税事業者である仕入先との取引条件を見直すことが適当でない場合に、仕入

税額控除を行うことができる額が減少する分について、原材料費や諸経費等の他のコ

ストとあわせ、販売価格等に転嫁することが可能か、自らの売上先等と相談することも

考えられます。 
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Ｑ６ 課税事業者が、インボイス制度の実施後に、新たな相手から仕入れを行う場合には、

どのようなことに留意すればいいですか。 

 

Ａ 簡易課税制度を適用している場合は、インボイス制度の実施後も、インボイスを保

存しなくても仕入税額控除を行うことができますので、仕入先との関係で留意する必

要はありません。 

また、簡易課税制度を適用していない場合は、インボイス制度の実施後は、取引条件

を設定するに当たり、相手が適格請求書発行事業者かを確認する必要があると考えら

れます。 

免税事業者からの仕入れは仕入税額控除ができないため、免税事業者から仕入れを

行う場合は、設定する取引価格が免税事業者を前提としたものであることを、互いに

理解しておく必要もあると考えられます。例えば、免税事業者である仕入先に対して、

「税抜」や「税別」として価格を設定する場合には、消費税相当額の支払いの有無につ

いて、互いに認識の齟齬がないよう、ご留意ください。 

また、具体的な取引価格の設定に当たっては、取引への影響に配慮して経過措置が

設けられていることなど、Ｑ５の内容もご参照ください。 

  




